
 
 
 
 

 

 

 

   米国に 12 歳以下を対象とした玩具、子供用製品を輸出する際には、 

   CPSC(米国消費者製品安全委員会)の第三者試験機関で検査が必要です。 

   香港事業所が第三者試験機関として登録されたことで、日本向け以外に 

   米国向けの検査も可能となりました。 

   益々便利になる香港事業所を是非ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEL：（852）3525-0467（日本語専用） (852)3525-0470（代表）  

E-Mail ： info-hk@mgsl.or.jp     

 

 

 

 

 

                  

 

(CPSC のホームページより抜粋) 

香港事業所は 

米国 CPSC の第三者試験機関に登録されました 

 お問合せはこちらまで☟ 

      一般財団法人 日本文化用品安全試験所  

        香港事業所  TEL：（852）3525-0467（日本語専用）  (852)3525-0470（代表）  

                   E-Mail ： info-hk@mgsl.or.jp 

        東京事業所 化学分析センター TEL：03（3829）2515 
                   E-Mail ： kagaku-tokyo@mgsl.or.jp 

 

 

 
 

 


